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国税・県税等に関するお問い合わせ
●国税についてのお問い合わせ先一覧

●県税についてのお問い合わせ先一覧

260-6001

641-0201

735-6141

●法務局お問い合わせ先一覧

主な国税として、所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税、自動車重量税等があります。
（Ｐ85をご覧ください。）

主な県税として、自動車税（種別割・環境性能割）、不動産取得税、事業税等があります。
（Ｐ86をご覧ください。）

不動産登記等については法務局にお尋ねください。

411-0031

福岡税務署 〒810-8689
中央区天神4丁目8番28号

西福岡税務署 〒814-8602
早良区百道1丁目5番22号

博多税務署 〒812-8706
東区馬出1丁目8番1号

香椎税務署 〒813-8681
東区千早6丁目2番1号

名　　　称 電話番号 所在地 管轄区域

福岡国税局

市内の
税務署

771-1151

843-6211

641-8131

661-1031 東区の一部

中央区、南区

城南区、早良区、
西区

中央区、城南区、
早良区、西区

博多区、東区
(香椎税務署管内を除く)

〒812-8547
博多区博多駅東2丁目11番1号
（福岡合同庁舎内）

643-3062

博多県税事務所

東福岡県税事務所

西福岡県税事務所

名　　　称 電話番号 所在地 管轄区域

福岡県税務課

市内の
県税事
務所

博多区、南区

東区

〒812-8577
博多区東公園7番7号
〒812-8542
博多区博多駅東1丁目17-1
（コネクトスクエア博多2F・3F）

〒812-8543
東区箱崎1丁目18番1号
（福岡県粕屋総合庁舎2Ｆ）

〒810-8515
中央区赤坂1丁目8番8号
（福岡県福岡西総合庁舎3Ｆ・4Ｆ）

721-4570

名　　　称 電話番号 所在地 管轄区域
博多区、中央区、
南区、東区

〒810-8513
中央区舞鶴3丁目5番25号

城南区、早良区、
西区831-4114西新出張所 〒814-8524

早良区祖原14番15号

福岡法務局

市　　　　税 国　　税 県　　税

※地方消費税は県税ですが、国税である消費税とあわせて税務署および税関に申告・納付することになっています。
※納期限は、記載があるものを除き、各納期月の末日です。
※末日が閉庁日の場合は、翌開庁日が納期限となります。

固定資産税・都市計画税第1期
※納税通知書は4月上旬発送

軽自動車税（種別割）
※納税通知書は5月上旬発送

固定資産税・都市計画税第2期
個人の市県民税（普通徴収）第2期

個人の市県民税（普通徴収）第3期

固定資産税・都市計画税第3期(28日まで)

個人の市県民税（普通徴収）第1期
※納税通知書は6月中旬発送

所得税の予定納税（第1期分）

所得税の予定納税（第2期分）

自動車税（種別割）

個人の事業税（第1期）

個人の事業税（第2期）

個人の市県民税（普通徴収）第4期
住宅用地の申告・償却資産の申告
共用土地にかかる分割課税の申出
給与支払報告書の提出

県民税株式等譲渡所得割
（10日まで）

個人の市県民税（普通徴収）の申告
　　　　　　　　　　　　（15日まで）
個人の事業にかかる事業所税の申告納付
　　　　　　　　　　　　（15日まで）

所得税確定申告・納付（15日まで）
贈与税申告・納付（15日まで）
消費税（個人事業者）（31日まで）

個人の事業税の申告
　　　（15日まで）
地方消費税（個人事業者）
　　　（31日まで）

法人の市民税の申告納付
法人の事業所税の申告納付

法人税・相続税
消費税（法人）など

法人の県民税・事業税
地方消費税（法人）
不動産取得税

個人の市県民税（特別徴収）
　　　　　　（翌月の10日まで）
市たばこ税　（翌月の末日まで）
入　湯　税　（翌月の10日まで）
宿　泊　税　（翌月の末日まで）

源泉所得税（原則翌月の10日まで）
酒税
申告‥‥（翌月の末日まで）
納付‥‥（翌々月の末日まで）

県民税（利子割）（配当割）
（翌月の10日まで）
ゴルフ場利用税
（翌月の末日まで）

月
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1

固定資産税・都市計画税第4期2

3

随
　
　
　時
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第6章 税に関するお問い合わせ先など
令和６年度の主な税の納期月など


